
整理番号 １

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成８年度

事業実施地区名 十勝森林計画区（とかち） 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局
（都道府県名） （北海道） 十勝西部森林管理署東大雪支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局帯広分局
十勝西部森林管理署東大雪支署

事業の概要・目的 伐採跡地に森林を造成し、川下の山すそまで広がる農業の基盤となる国土の保
全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森
林資源の造成を図るために必要な地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等
一連の造林作業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １１．２１（ｈａ）
保育面積 １２３．３１（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において、費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） ４３，６０１千円
総 便 益（Ｂ） １６３，５２３千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.75

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積281m3/haの
状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していないこと及び

森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約700人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、農業基盤を保持していくための林地崩壊等の
環境の変化 国土の保全、また、洪水防止機能、貯水機能に応じた良好な森林が形成されつつ

ある。さらに、保育間伐の実施により下層植生が早期に回復し、重視すべき機能
が高まってきている。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けている一方で、川
変化 下に住む住民の森林に対する要望は種々で保健、休養、レクリェーションの場の

提供や地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 特になし

第三者委員会の意見 特になし

評価結果 ・必要性： 森林の有する国土の保全、水源かん養及び地球温暖化防止等に寄与
する事業であり、必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記 ①～⑥の各項目の観点、評価から総合的かつ客観的に検討したところ、
森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基盤となる森林
整備が図られた。



整理番号 ２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 米代川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局(よねしろがわ)

（都道府県名） （秋田県） 米代東部森林管理署鹿角事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
米代東部森林管理署鹿角事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や集落周辺における森林の生活環境保全機能を高度に発揮さ
せるため必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実
施するものである。

事業内容 更新面積 ３９（ｈａ）
保育面積 ３７１（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 174,565千円
総 便 益（Ｂ） 631,901千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.62

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積５５７ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約３,６４０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後も公益的機能の高度発揮に向け、適切な森林管理に努めてい
ただきたい （秋田県）。

地元の雇用の場創出に効果があった （鹿角市、小坂町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については地球温暖化対
策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望まし
い。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
周辺集落における生活環境保全機能のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和４６年度～平成８年度

事業実施地区名 阿武隈川森林計画 事業実施主体 関東森林管理局
（あぶくまがわ） 福島森林管理署

（都道府県名） （福島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
福島森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土保全、水源かん養等の
公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るため
必要な造林事業を実施したものである。

平成11年度以降国有林の新たな機能類型区分により 「水土保全林 「森林と、 」、
人との共生林 「資源の循環利用林」に区分されそれぞれの機能を重視した事業」
を実施している。

本評価地は 「資源の循環利用林」に区分され、地域の自然条件、経済的条件、
を勘案して定めた目的樹種、生産目標に応じた形質の良好な木材を、公益的機能
の発揮に配慮しつつ、安定的かつ効率的に生産する森林として事業を実施してい
る。

事業内容：更新面積 １８ha 保育面積 １７９ｈa

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成14年度において「森林環境保全整備事業」及び「森林
た要因の変化 居住環境整備事業」に区分し評価を行った。

本評価地は 「資源の循環利用林」の機能を発揮するとともに、森林整備を支、
える林業従事者等が居住する山村地域の活性化等の事業（ 森林居住環境整備事「
業 ）として費用及び便益を比較すれば以下のとおりである。」

総 費 用（Ｃ） １２２，７１５ 千円
総 便 益（Ｂ） ３０７，５６８ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２.５１

② 事業効果の発現 森林居住環境整備事業として森林整備に努めたことにより
状況 ○ 「資源の循環利用林」の機能増進及び森林整備を支える林業従事者等が居

住する山村地域の活性化等に寄与。
○ 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 森林居住環境整備事業として、更新、保育等の森林整備により、重視すべき機
環境の変化 能区分に応じた良好な森林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、地球温暖化防止対
変化 策等の公益的機能発揮への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、適格・着実に
実施する必要がある。

また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コス
ト縮減の努力を続けることが必要である。

第三者委員会の意見 森林の整備には長期間を要することから、事業を実行する前の調査に力を注
ぐべきである。例えば、植栽樹種を選定等にあたっても、その根拠を国民に明確
に説明できなければ、国費を費やし森林整備を行うことに対して国民の理解を得
ることはできない。事前の調査がきっちりできていることが重要である。

評価結果 ・必要性： 「資源の循環利用林」の機能増進及び地球温暖化防止等に寄与する
事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価並びに第三者委員会の意見等を踏まえて
総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき機能区分に応じた適切な
森林整備が図られているものと認められる。



整理番号 ４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 那珂川森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（なかがわ） 塩那森林管理署

（都道府県名） （栃木県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
塩那森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施したものである。

平成11年度以降国有林の新たな機能類型区分により 「水土保全林 「森林と、 」、
人との共生林 「資源の循環利用林」に区分されそれぞれの機能を重視した事業」
を実施している。

本評価地は 「資源の循環利用林 （地域の自然条件、経済的条件を勘案して、 」
定めた目的樹種、生産目標に応じた形質の良好な木材を、公益的機能の発揮に配
慮しつつ、安定的かつ効率的に生産する森林 ・ 水土保全林 （山地災害防止機）「 」
能及び水源かん養機能等を増進させる森林）に区分されて事業を実施している。

事業内容：更新面積 ９ha 保育面積 ９３ｈa

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果
の算定基礎となっ 分析を行っていないが、平成14年度において「森林環境保全整備事業」及び「森
た要因の変化 林居住環境整備事業」に区分し評価を行った。

、「 」「 」 、本評価地は 資源の循環利用林 ・ 水土保全林 の機能を発揮するとともに
森林整備を支える林業従事者等が居住する山村地域の活性化等の事業（ 森林居「
住環境整備事業 ）として費用及び便益を比較すれば以下のとおりである。」

総 費 用（Ｃ） ６６，６７６ 千円
総 便 益（Ｂ） １６７，２７０ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２.５１

② 事業効果の発現 森林居住環境整備事業として森林整備に努めたことにより
状況 ○ 「資源の循環利用林 ・ 水土保全林」の機能増進及び森林整備を支える」「

林業従事者等が居住する山村地域の活性化等に寄与。
○ 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 森林居住環境整備事業として、更新、保育等の森林整備により、重視すべき機
環境の変化 能区分に応じた良好な森林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、地球温暖化防止対
変化 策等の公益的機能発揮への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、適格・着実に
実施する必要がある。

また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コス
ト縮減の努力を続けることが必要である。

第三者委員会の意見 森林の整備には長期間を要することから、事業を実行する前の調査に力を注ぐ
べきである。例えば、植栽樹種を選定等にあたっても、その根拠を国民に明確に
説明できなければ、国費を費やし森林整備を行うことに対して国民の理解を得る
ことはできない。事前の調査がきっちりできていることが重要である。

評価結果 ・必要性： 「資源の循環利用林 ・ 水土保全林」の機能増進及び地球温暖化」「
防止等に寄与する事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価並びに第三者委員会の意見等を踏まえて
総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき機能区分に応じた適切な
森林整備が図られているものと認められる。



整理番号 ５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 利根下流森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（とねかりゅう） 群馬森林管理署大間々事務所

（都道府県名） （群馬県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
群馬森林管理署大間々事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施したものである。

平成11年度以降国有林の新たな機能類型区分により 「水土保全林 「森林と、 」、
人との共生林 「資源の循環利用林」に区分されそれぞれの機能を重視した事業」
を実施している。

本評価地は 「資源の循環利用林」に区分され、地域の自然条件、経済的条件、
を勘案して定めた目的樹種、生産目標に応じた形質の良好な木材を、公益的機能
の発揮に配慮しつつ、安定的かつ効率的に生産する森林として事業を実施してい
る。

事業内容：更新面積 ３４ha 保育面積 ３４１ｈa

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成14年度において「森林環境保全整備事業」及び「森林
た要因の変化 居住環境整備事業」に区分し評価を行った。

本評価地は 「資源の循環利用林」の機能を発揮するとともに、森林整備を支、
える林業従事者等が居住する山村地域の活性化等の事業（ 森林居住環境整備事「
業 ）として費用及び便益を比較すれば以下のとおりである。」

総 費 用（Ｃ） ２０７，７２５ 千円
総 便 益（Ｂ） ８５９，８３４ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４．１４

② 事業効果の発現 森林居住環境整備事業として森林整備に努めたことにより
状況 ○ 「資源の循環利用林」の機能増進及び森林整備を支える林業従事者等が居

住する山村地域の活性化等に寄与。
○ 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 森林居住環境整備事業として、更新、保育等の森林整備により、重視すべき機
環境の変化 能区分に応じた良好な森林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、地球温暖化防止対
変化 策等の公益的機能発揮への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、適格・着実に
実施する必要がある。

また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コス
ト縮減の努力を続けることが必要である。

第三者委員会の意見 森林の整備には長期間を要することから、事業を実行する前の調査に力を注ぐ
べきである。例えば、植栽樹種を選定等にあたっても、その根拠を国民に明確に
説明できなければ、国費を費やし森林整備を行うことに対して国民の理解を得る
ことはできない。事前の調査がきっちりできていることが重要である。

評価結果 ・必要性： 「資源の循環利用林」の機能増進及び地球温暖化防止等に寄与する
事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価並びに第三者委員会の意見等を踏まえて
総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき機能区分に応じた適切な
森林整備が図られているものと認められる。



整理番号 ６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 吾妻森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（あがつま） 吾妻森林管理署

（都道府県名） （群馬県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
吾妻森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土保全、水源かん養等の
公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るため
必要な造林事業を実施したものである。

平成11年度以降国有林の新たな機能類型区分により 「水土保全林 「森林と、 」、
人との共生林 「資源の循環利用林」に区分されそれぞれの機能を重視した事業」
を実施している。

本評価地は 「資源の循環利用林 （地域の自然条件、経済的条件を勘案して、 」
定めた目的樹種、生産目標に応じた形質の良好な木材を、公益的機能の発揮に配
慮しつつ、安定的かつ効率的に生産する森林 ・ 水土保全林 （山地災害防止機）「 」
能及び水源かん養機能等を増進させる森林）に区分されて事業を実施している。

事業内容：更新面積 ５２ha 保育面積 ５１７ｈa

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成14年度において「森林環境保全整備事業」及び「森林
た要因の変化 居住環境整備事業」に区分し評価を行った。

、「 」「 」 、本評価地は 資源の循環利用林 ・ 水土保全林 の機能を発揮するとともに
森林整備を支える林業従事者等が居住する山村地域の活性化等の事業（ 森林居「
住環境整備事業 ）として費用及び便益を比較すれば以下のとおりである。」

総 費 用（Ｃ） ３４３，４９２千円
総 便 益（Ｂ） １，１２４，１７８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３.２７

② 事業効果の発現 森林居住環境整備事業として森林整備に努めたことにより
状況 ○「資源の循環利用林 ・ 水土保全林」の機能増進及び森林整備を支える林」「

業従事 者等が居住する山村地域の活性化等に寄与。
○地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 森林居住環境整備事業として、更新、保育等の森林整備により、重視すべき機
環境の変化 能区分に応じた良好な森林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、地球温暖化防止対策
変化 等の公益的機能発揮への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、適格・着実に
実施する必要がある。

また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コス
ト縮減の努力を続けることが必要である。

第三者委員会の意見 森林の整備には長期間を要することから、事業を実行する前の調査に力を注ぐ
べきである。例えば、植栽樹種を選定等にあたっても、その根拠を国民に明確に
説明できなければ、国費を費やし森林整備を行うことに対して国民の理解を得る
ことはできない。事前の調査がきっちりできていることが重要である。

評価結果 ・必要性： 「資源の循環利用林 ・ 水土保全林」の機能増進及び地球温暖化」「
防止等に寄与する事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価並びに第三者委員会の意見等を踏まえて
総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき機能区分に応じた適切な
森林整備が図られているものと認められる。



整理番号 ７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 霞ヶ浦森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（かすみがうら） 茨城森林管理署

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、小野越地区の集落周辺の伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国
土の保全、水源かん養等の公益的機能の発揮や居住しやすい環境作りに資する森
林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育
間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 １５(ha)
保育面積 １５２(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 58,077千円
総 便 益（Ｂ） 335,917千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.78

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１６８ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約1,700人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 適切に管理されている （八郷町）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５３年度～平成８年度

事業実施地区名 水戸那珂森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（みとなか） 茨城森林管理署

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、木葉下地区の集落周辺の伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国
土の保全、水源かん養等の公益的機能の発揮や居住しやすい環境作りに資する森
林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育
間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 １０(ha)
保育面積 １０１(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 60,049千円
総 便 益（Ｂ） 154,003千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.56

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 ８１ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約1,140人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 水源のかん養、土砂の流失防止及び生活環境保全といった森林の
持つ公益的機能の重要性はますます高まっていることから、今後も
保育間伐等を継続してほしい （水戸市）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成８年度

事業実施地区名 埼玉森林計画区（さいたま） 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（都道府県名） （埼玉県） 埼玉森林管理事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
埼玉森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、日野地区の集落周辺の伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土
の保全、水源かん養等の公益的機能の発揮や居住しやすい環境作りに資する森林
の育成を図るために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間
伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ２(ha)
保育面積 １６(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 6,011千円
総 便 益（Ｂ） 35,900千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.97

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 ８４ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約230人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 引き続き周辺森林の間伐等について適切な整備の実施を要望す
る。公益的機能を重視するのであれば植栽樹種はスギ・ヒノキばか
りでなく広葉樹も植栽してほしい （荒川村）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 千葉南部森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（ちばなんぶ） 千葉森林管理事務所

（都道府県名） （千葉県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
千葉森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、田代地区の集落周辺の伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土
の保全、水源かん養等の公益的機能の発揮や居住しやすい環境作りに資する森林
の育成を図るために、必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育
間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 １５(ha)
保育面積 １５０(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 64,790千円
総 便 益（Ｂ） 393,437千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.07

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１０９ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約1,710人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 森林が造成されたことにより、水源かん養等公益的機能が向上し
ている。また、公益的機能を重視するのであれば、植裁樹種はスギ
・ヒノキばかりでなく広葉樹も植栽してほしい 〈自然環境保全地。
域 （君津市）〉

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 多摩森林計画区（たま） 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（都道府県名） （東京都） 東京神奈川森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
東京神奈川森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、元八王子地区の集落周辺の伐採跡地に森林を造成し、森林の有する
国土の保全、水源かん養等の公益的機能の発揮や居住しやすい環境作りに資する
森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保
育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４(ha)
保育面積 ３８(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 12,591千円
総 便 益（Ｂ） 95,907千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.62

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１６３ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約440人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 今後、より防災効果を高めるため、周辺の森林整備を実施してほ
しい （八王子市）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４６年度～平成８年度

事業実施地区名 伊豆森林計画区（いず） 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（都道府県名） （静岡県） 伊豆森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
伊豆森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、持越地区の集落周辺の伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土
の保全、水源かん養等の公益的機能の発揮や居住しやすい環境作りに資する森林
の育成を図るために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間
伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４(ha)
保育面積 ４５(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 19,201千円
総 便 益（Ｂ） 109,625千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.71

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 ８４ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約510人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 事業効果は非常に有効であり、さらに公益的機能の発揮を促すた
めにも、周辺の森林整備を実施してほしい （天城湯ヶ島町）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３８年度～平成８年度

事業実施地区名 安芸森林計画区（あき） 事業実施主体 四国森林管理局
（都道府県名） （高知県） 安芸森林管理署魚梁瀬事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
安芸森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する自然環境、風致保全、水源
かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の
造成を図るため必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐
等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 33.85（ｈａ）
保育面積 256.65（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 95,645千円
総 便 益（Ｂ） 1,056,854千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 11.05

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積249ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約4,385人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （馬路村。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５１年度～平成８年度

事業実施地区名 球磨川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（くまがわ） 熊本南部森林管理署

（都道府県名） （熊本県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
熊本南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 163（ｈａ）
保育面積 163（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 1,066,813千円
総 便 益（Ｂ） 2,801,804千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.63

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積281ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約1,785人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 土砂流出防止、水源かん養機能等の公益的機能の維持増進が図ら
れている （人吉市）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５１年度～平成８年度

事業実施地区名 大分北部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおいたほくぶ） 大分西部森林管理署

（都道府県名） （大分県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
大分西部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 48（ｈａ）
保育面積 48（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 312,252千円
総 便 益（Ｂ） 785,943千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.52

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積285ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約507人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 土砂流出防止、水源かん養機能等の公益的機能が適切に発揮され
ている （院内町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４６年度～平成８年度

事業実施地区名 大分西部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおいたせいぶ） 大分西部森林管理署

（都道府県名） （大分県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
大分西部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 58（ｈａ）
保育面積 58（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 248,748千円
総 便 益（Ｂ） 1,106,109千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.45

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積341ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約1,630人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 土砂流出防止、水源かん養機能等の公益的機能が適切に発揮され
ている （玖珠町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林居住環境整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成８年度

事業実施地区名 大隅森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおすみ） 大隅森林管理署

（都道府県名） （鹿児島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
大隅森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 160（ｈａ）
保育面積 160（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 742,113千円
総 便 益（Ｂ） 3,508,416千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.73

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積257ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約661人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理で公益的機能を十分に発揮している （高山町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。
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